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民
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○
平
成
十
四
年
東
京
都
告
示
第
千
四
百
十
号（
東
京
都
の
印
刷
物
に
掲
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す
る
広
告
の
取
扱
い

に
関
す
る
規
程
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一
部
改
正
…
…
…
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務
部
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書
課
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訓

令

◉
東
京
都
訓
令
第
十
四
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

収
用
委
員
会
事
務
局

労
働
委
員
会
事
務
局

東
京
都
電
子
情
報
処
理
規
程
（
平
成
三
年
東
京
都
訓
令
第
百
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
二
条
第
一
号
中
「
、
戦
略
政
策
情
報
推
進
本
部
」
を
削
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
戦
略
政
策
情
報
推
進
本
部
」
を
「
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
局
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
九
条
、
第
九
条
の
二
第
三
号
、
第
十
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
、
第

十
三
条
第
二
項
、
第
十
四
条
、
第
十
五
条
、
第
十
六
条
第
二
項
、
第
十
八
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
、

第
二
十
六
条
、
第
二
十
七
条
の
二
、
第
二
十
七
条
の
三
、
第
三
十
条
、
第
三
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
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項
、
第
三
十
三
条
第
三
項
、
第
三
十
四
条
第
二
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
二
項
、

第
三
十
七
条
第
二
項
並
び
に
第
三
十
八
条
か
ら
第
四
十
条
ま
で
の
規
定
中
「
戦
略
政
策
情
報
推
進
本
部

長
」
を
「
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
局
長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
十
五
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

東
京
都
図
書
類
取
扱
規
程
（
平
成
元
年
東
京
都
訓
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
二
条
第
一
号
中
「
、
戦
略
政
策
情
報
推
進
本
部
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
十
六
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

東
京
都
印
刷
物
取
扱
規
程
（
昭
和
二
十
八
年
東
京
都
訓
令
甲
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
二
条
第
一
号
中
「
、
戦
略
政
策
情
報
推
進
本
部
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
十
七
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

収
用
委
員
会
事
務
局

労
働
委
員
会
事
務
局

職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
取
扱
規
程
（
昭
和
二
十
六
年
東
京
都
訓
令
甲
第
二
十
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
二
条
第
三
号
中
「
、
戦
略
政
策
情
報
推
進
本
部
長
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
十
八
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

収
用
委
員
会
事
務
局

労
働
委
員
会
事
務
局

会
計
年
度
任
用
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
取
扱
規
程
（
令
和
二
年
東
京
都
訓
令
第
五
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
四
条
中
「
、
戦
略
政
策
情
報
推
進
本
部
長
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◉
東
京
都
訓
令
第
十
九
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

収
用
委
員
会
事
務
局

労
働
委
員
会
事
務
局

東
京
都
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
四
十
七
年
東
京
都
訓
令
第
百
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
四
条
の
二
第
二
項
第
二
号
中
「
、
戦
略
政
策
情
報
推
進
本
部
長
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
二
十
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

収
用
委
員
会
事
務
局

労
働
委
員
会
事
務
局

東
京
都
職
員
出
勤
記
録
及
び
出
勤
簿
整
理
規
程
（
昭
和
四
十
七
年
東
京
都
訓
令
第
百
二
十
三
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
四
条
中
「
、
戦
略
政
策
情
報
推
進
本
部
長
」
を
削
る
。

別
表
二
及
び
別
表
三
中
「
第
八
条
」
を
「
第
七
条
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
二
十
一
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

収
用
委
員
会
事
務
局

労
働
委
員
会
事
務
局

東
京
都
被
服
貸
与
規
程
（
平
成
十
三
年
東
京
都
訓
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
二
条
中
「
、
戦
略
政
策
情
報
推
進
本
部
長
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
二
十
二
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

収
用
委
員
会
事
務
局

労
働
委
員
会
事
務
局

東
京
都
安
全
衛
生
管
理
者
等
設
置
規
程
（
昭
和
四
十
九
年
東
京
都
訓
令
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
二
条
第
一
号
中
「
、
戦
略
政
策
情
報
推
進
本
部
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◉
東
京
都
訓
令
第
二
十
三
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

収
用
委
員
会
事
務
局

労
働
委
員
会
事
務
局

統
括
課
長
及
び
主
任
の
職
の
指
定
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
六
十
一
年
東
京
都
訓
令
第
五
十
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
二
条
第
一
号
中
「
、
戦
略
政
策
情
報
推
進
本
部
長
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
二
十
四
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

収
用
委
員
会
事
務
局

労
働
委
員
会
事
務
局

統
括
課
長
代
理
の
認
定
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
訓
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
二
条
第
一
号
中
「
、
戦
略
政
策
情
報
推
進
本
部
長
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
二
十
五
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

収
用
委
員
会
事
務
局

労
働
委
員
会
事
務
局

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
取
扱
規
程
（
昭
和
四
十
年
東
京
都
訓
令
甲
第
九
十
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

別
表
一
本
庁
行
政
機
関
及
び
地
方
行
政
機
関
の
項
中

「
都
民
安
全
推
進
本
部

総
合
推
進
部
の
給
与
担
当
課
長

」
を

戦
略
政
策
情
報
推
進
本
部

戦
略
事
業
部
の
給
与
担
当
課
長

「
都
民
安
全
推
進
本
部

総
合
推
進
部
の
給
与
担
当
課
長

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
二
十
六
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

収
用
委
員
会
事
務
局

労
働
委
員
会
事
務
局

給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
二
年
東
京
都
訓
令
甲
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。
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令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

別
表
第
一
本
庁
行
政
機
関
及
び
地
方
行
政
機
関
の
項
中
「
、
戦
略
政
策
情
報
推
進
本
部
」
を
削
り
、

「
都
民
安
全
推
進
本
部
の
課
長
（
総
務
課
長
を
除
く
。
）

戦
略
政
策
情
報
推
進
本
部
の
課
長
（
総
務
課
長
を
除
く
。
）
」
を

「
都
民
安
全
推
進
本
部
の
課
長
（
総
務
課
長
を
除
く
。
）
」
に
、

「
都
民
安
全
推
進
本
部
の
担
当
課
長

戦
略
政
策
情
報
推
進
本
部
の
担
当
課
長
」
を
「
都
民
安
全
推
進
本
部
の
担
当
課
長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
二
十
七
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

特
地
勤
務
手
当
等
支
給
規
程
（
昭
和
六
十
二
年
東
京
都
訓
令
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。令

和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

別
表
第
一
中

「
大
島
支
庁

大
島
町
元
町
字
オ
ン
ダ
シ
二
百
二
十
二
番
地
一

」
を

「
大
島
支
庁

大
島
町
元
町
字
赤
禿
九
十
番
地
十
四

」
に
、

「
島
し
ょ
農
林
水
産
総
合
セ
ン
タ
ー

大
島
事
業
所

大
島
町
波
浮
港
十
八
番
地

」
を

「
島
し
ょ
農
林
水
産
総
合
セ
ン
タ
ー

大
島
事
業
所

大
島
町
波
浮
港
十
七
番
地

」
に
改

め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
五
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
の
改
正
規
定
（
島
し
ょ

農
林
水
産
総
合
セ
ン
タ
ー
大
島
事
業
所
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
令
和

二
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
二
十
八
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

収
用
委
員
会
事
務
局

労
働
委
員
会
事
務
局

東
京
都
職
員
の
人
事
考
課
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
四
年
東
京
都
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
二
条
第
五
号
中
「
、
戦
略
政
策
情
報
推
進
本
部
長
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
二
十
九
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

収
用
委
員
会
事
務
局
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労
働
委
員
会
事
務
局

東
京
都
服
務
監
察
規
程
（
昭
和
四
十
七
年
東
京
都
訓
令
第
百
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
二
条
第
一
号
中
「
、
戦
略
政
策
情
報
推
進
本
部
長
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
三
十
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

収
用
委
員
会
事
務
局

労
働
委
員
会
事
務
局

東
京
都
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
運
用
管
理
規
程
（
平
成
十
四
年
東
京
都
訓
令
第
九

十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
二
条
第
六
号
中
「
、
戦
略
政
策
情
報
推
進
本
部
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
三
十
一
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

東
京
都
統
計
調
査
調
整
規
程
（
昭
和
四
十
七
年
東
京
都
訓
令
甲
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
三
条
第
一
項
中
「
、
戦
略
政
策
情
報
推
進
本
部
長
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
三
十
二
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

職
員
の
職
務
発
明
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
八
年
東
京
都
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
二
条
第
三
号
中
「
、
戦
略
政
策
情
報
推
進
本
部
長
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
三
十
三
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

東
京
都
建
築
物
等
保
全
規
程
（
平
成
十
年
東
京
都
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
二
条
第
一
号
中
「
、
戦
略
政
策
情
報
推
進
本
部
」
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
、
戦
略
政
策
情
報

推
進
本
部
長
」
を
削
る
。
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附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
三
十
四
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

東
京
都
工
事
施
行
規
程
（
昭
和
四
十
六
年
東
京
都
訓
令
甲
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。令

和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
二
条
第
二
号
中
「
、
戦
略
政
策
情
報
推
進
本
部
」
を
削
り
、
同
条
第
三
号
中
「
、
戦
略
政
策
情
報

推
進
本
部
長
」
を
削
る
。

別
記
第
三
号
様
式
、
第
五
号
様
式
及
び
第
六
号
様
式
中

「

」
を

「

」
に

改
め
る
。

別
記
第
七
号
様
式
及
び
第
九
号
様
式
中

「

」
を

「

」
に

改
め
る
。

別
記
第
十
一
号
様
式
中
「
あ
て
」
を
「
宛
」
に
改
め
、
「印

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
訓
令
の
施
行
の
際
、
こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
工
事
施
行
規
程
別
記
第
三
号
様
式
、

第
五
号
様
式
か
ら
第
七
号
様
式
ま
で
、
第
九
号
様
式
及
び
第
十
一
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残

存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
三
十
五
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

東
京
都
広
報
及
び
広
聴
事
務
規
程
（
昭
和
五
十
二
年
東
京
都
訓
令
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
四
条
中
「
、
戦
略
政
策
情
報
推
進
本
部
長
」
を
削
る
。

第
八
条
中
「
、
戦
略
政
策
情
報
推
進
本
部
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◉
東
京
都
訓
令
第
三
十
六
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

東
京
都
有
償
刊
行
物
取
扱
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
東
京
都
訓
令
甲
第
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
、
戦
略
政
策
情
報
推
進
本
部
長
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
十
六
号

東
京
都
の
印
刷
物
に
掲
載
す
る
広
告
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
四
年
東
京
都
告
示
第
千
四

百
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

別
記
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。
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